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2
、
法
法
57
等
）（
図
表
５
、
図
表
６
）。

⑷　

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
業
年
度
を
い
う
。

①　

基
準
事
業
年
度（
特
例
対
象
欠
損
金
額
が
生
じ
た
事

業
年
度
の
う
ち
そ
の
開
始
の
日
が
最
も
早
い
事
業
年

度
後
の
事
業
年
度
で
所
得
の
金
額
が
生
じ
た
最
初
の

事
業
年
度
）開
始
の
日
以
後
５
年
以
内
に
開
始
し
た
事

業
年
度

②　

事
業
適
応
計
画
の
実
施
時
期
を
含
む
事
業
年
度

③　

２
０
２
６
年
４
月
１
日
以
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度

⑸　

２
０
２
０
年
４
月
１
日
か
ら
２
０
２
１
年
４
月
１
日

ま
で
の
期
間
内
の
日
を
含
む
事
業
年
度（
コ
ロ
ナ
禍
の
影

響
を
受
け
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
２
０
２
０
年
２

月
１
日
か
ら
２
０
２
１
年
３
月
31 
日
ま
で
の
間
に
終
了

す
る
事
業
年
度
お
よ
び
そ
の
翌
事
業
年
度
）に
お
い
て
生

じ
た
青
色
欠
損
金
額

⑹　

事
業
適
応
計
画
に
従
っ
て
行
っ
た
投
資
の
額
か
ら
す

で
に
本
特
例
に
よ
り
欠
損
金
の
繰
越
控
除
前
の
所
得
の
金

額
の
50
％
を
超
え
て
損
金
算
入
し
た
欠
損
金
額
に
相
当
す

る
金
額
を
控
除
し
た
金
額

⑵
　
優
遇
措
置
の
要
件

な
お
、
税
制
優
遇
措
置
を
受
け
る
た
め

に
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
の
事
業
適
応

計
画
の
認
定
要
件
の
他
に
、
将
来
の
成
長

に
向
け
た
投
資
内
容
や
業
績
目
標
を
定
め

る
等
の
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
、
投

資
実
績
を
毎
年
提
出
し
て
主
務
大
臣
か
ら

証
明
書
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
要
件
と

さ
れ
て
い
る（
図
表
５
、
図
表
６
参
照
）。

⑶
　
投
資
の
範
囲
等

本
制
度
の
対
象
と
な
る
投
資
の
範
囲
等

に
つ
い
て
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
の
政

省
令
等
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
考

え
ら
れ
る
が
、
事
業
の
生
産
性
を
相
当
程

度
向
上
さ
せ
る
こ
と
等
を
目
的
と
し
て
、

事
業
の
成
長
発
展
を
図
る
た
め
に
行
う
も

の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
単
純
な
維

研
究
開
発
税
制
、人
材
確
保
等
促
進
税
制
な
ど

そ
の
他
法
人
税
特
別
措
置
に

関
す
る
改
正
の
実
務
ポ
イ
ン
ト
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（図表６）　本特例措置適用の手続

手続の概要

事業所管大臣

税務当局

事業者

（出所）　 経済産業省「令和３年度（2021年度）経済産業関係　税
制改正について」をもとに筆者作成

①申請

②認定 ④証明書の
　発行

⑤証明書の
　添付

⑥控除の
　適用

③投資実績
　の提出

事業適応計画
（仮称）

確定申告

計画に
基づいた投資

【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
改
正
後
の
研
究
開
発
税
制
に
お
い
て

は
、控
除
限
度
額
の
上
乗
せ
は
、売
上

が
減
少
し
て
い
る
法
人
に
つ
い
て
の
適

用
と
な
る
た
め
、グ
ル
ー
プ
法
人
で
研

究
開
発
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、研

究
開
発
の
リ
ソ
ー
ス
の
ア
ロ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
検
討
も
有
用
で
あ
る
。

●
試
験
研
究
費
の
範
囲
の
拡
充
に
伴
い
、

申
告
上
の
集
計
漏
れ
が
無
い
よ
う
に
試

験
研
究
費
の
算
定
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を

整
備
す
る
こ
と
も
有
用
で
あ
る
。

研
究
開
発
税
制
の
見
直
し

コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
も
研
究
開
発
投
資

を
増
額
し
て
い
く
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
維

持
さ
れ
る
よ
う
に
、
控
除
上
限
の
引
上
げ

と
と
も
に
控
除
率
カ
ー
ブ
を
見
直
し
、
企

業
の
Ｄ
Ｘ
を
促
進
す
る
観
点
か
ら
は
、
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
分
野
に
お
け
る
研
究
開
発
支

援
の
重
要
性
や
、
ク
ラ
ウ
ド
環
境
で
自
社

利
用
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
普
及
が
拡
大
し
て

い
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
一
定
の
自
社
利
用

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
本
税
制
の
対
象
に
追
加

持
・
更
新
投
資
は
対
象
外
と
さ
れ
る
。
ま

た
、
Ｄ
Ｘ
投
資
や
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ

ル
投
資
を
事
業
適
応
計
画
に
含
め
る
場
合

に
は
、
そ
れ
ら
の
申
請
も
あ
わ
せ
て
作
成

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

本
制
度
は
、
申
請
か
ら
適
応
計
画
実
施

ま
で
の
期
間
が
、
３
つ
の
事
業
適
応
の
な

か
で
も
最
も
短
く
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め

（
改
正
産
強
法
施
行
日
よ
り
１
年
以
内
）、

投
資
の
決
定
も
含
め
て
迅
速
な
意
思
決
定

が
重
要
で
あ
る
。


